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１ 総則 

昭島市公式キャラクター使用ガイドラインは、昭島市公式キャラクター

の使用に関する要綱に定める以外の事項で、使用に際し必要な事項を定め

るものとする。 

 

２ キャラクター設定 

  使用に当たっては、次に定めるキャラクターの設定を遵守すること。ま

た下記以外の設定を付加しないこと。 

(１) プロフィール 

ア キャラクターの名称 

男の子（青）   「アッキー」 

女の子（ピンク） 「アイラン」 

※カタカナ表記とする。 

イ キャラクター設定 

Ａ 共通 

種類は「アキシマクジラ」。 

すんでいるところは「ムカシアキ島」。 

多摩川の底の、どこかにあるらしい。 

クジラ小学校にかよう小学生で、同じクラスの仲良し。 

Ｂ アッキー 

名前の由来   「昭島」の「昭」から 

性格      元気、くいしんぼう 

好きなもの   学校の給食 

趣味      サイクリング 

特技      サッカー（特にシュート） 

Ｃ アイラン 

名前の由来   「昭島」の「島」を英語に変換 

性格      おしゃべり好き、きれい好き 

好きなもの   花、アクセサリー 

趣味      ショッピング 

特技      小物作り 

 

 



  

 

(２) デザイン 

・使用することができるキャラクターのデザインは別表に定めるとお

りとし、３（１）によるデザインデータの提供はデザイン番号で特

定して行うものとする。 

 

(３) 色 

・別表のデザイン番号Ｂ１からＢ14まで若しくはＧ１からＧ14まで又

はＢＧ15からＢＧ18までのデザインを使用する際は、提供されたデ

ザインデータによりカラー印刷すること。これにより難いときは、

申請時に申し出た場合に限り、グレースケール印刷をすることがで

きる。 

・別表のデザイン番号Ｂ19からＢ32まで若しくはＧ19からＧ32まで又

はＢＧ33からＢＧ36までのデザインを使用する際は、提供されたデ

ザインデータのうち線描部分については、単色であれば黒色以外の

色で印刷することができる。なお、線描部分以外の色彩については、

キャラクター設定にそくすると認められる範囲内で下地（無地に限

る。）の色とすることができる。 

 

(４) 表示に当たってのルール 

  使用者は、提供されたデザインデータについて、画像の表示サイズ

以外は変更しないこと。また、以下に定めるルールを遵守すること。 

ア 縦横の比を変更しないこと。 

イ 回転させないこと。 

ウ 反転させないこと。 

エ 部分的に切り取って表示しないこと。 

オ 画像サイズの圧縮は可能であるが、その際は画質の低下に留意す

ること。 

カ 使用の際に「昭島市公式キャラクター アッキー＆アイラン」等、

昭島市公式キャラクターであることがわかるような表記を付するこ

と。 

キ 装飾等については提供されたキャラクター画像の上に重ならない

範囲で、キャラクター設定にそくすると認められる範囲内での表示

とすること。 



  

 

ク 別表のデザイン番号ＢＧ15からＢＧ18まで及びＢＧ33からＢＧ36

までを除くデザインを使用する際には、対をなすキャラクターとし

てアッキーとアイランを同数使用すること。 

ケ その他キャラクター設定にそぐわない表示をしないこと。 

 

３ デザインデータの受渡し等 

(１) デザインデータの提供 

市は、昭島市公式キャラクターの使用に関する要綱第３条に基づき、

使用承認を受けたもの（以下「使用者」という。）に対してデザイン

データを提供するものとする。提供するデータは、昭島市公式キャラ

クター使用承認通知書において指定したもののみとする。 

(２) デザインデータの表示形式 

表示形式（拡張子）は、ＪＰＥＧ形式とする。ただし、ＪＰＥＧ形

式以外の形式を希望する場合は、別途協議することができる。 

(３) デザインデータの受渡し方法 

デザインデータは、「使用者が持参したＣＤ－ＲまたはＣＤ－ＲＷ

に格納し手渡しする方法」、「使用者がＣＤ－Ｒ若しくはＣＤ－ＲＷ

を郵送し、データを格納して返送する方法（※郵送を希望する場合は、

封筒及び郵送料金を使用者が負担すること。）」又は「電子メールに

添付して、使用者が申請の際連絡先として定めたメールアドレス宛に

送付する方法」で提供する。 

(４) 遵守事項 

使用者は、受領したデータを当該使用者以外に譲渡してはならない。 

(５) 免責事項 

市は、提供したデザインデータにより使用者が損害を被る事態が発

生しても、その責任を負わない。 

 

４ 庁内における使用 

 庁内におけるキャラクターの使用は、３デザインデータの受渡し等の規

定を除き、このガイドラインの定めるところによる。ただし、次に掲げる

場合であって、あらかじめ企画担当課長との協議を経たときは、この限り

でない。 

(１) ２(４)カに規定する事項について、当該表記を付することが困難で



  

 

あるか又は適当でない場合 

(２) ２(４)キに規定する事項について、キャラクター画像の上に装飾等

を重ねて表示する必要がある場合 

(３) その他、このガイドラインにより難い特別な理由がある場合 

 

別表 

番号 形   状 番号 形   状 

Ｂ１ 

 

Ｇ１ 

 

Ｂ２ 

 

Ｇ２ 

 

Ｂ３ 

 

Ｇ３ 

 

Ｂ４ 

 

Ｇ４ 

 



  

 

Ｂ５ 

 

Ｇ５ 

 

Ｂ６ 

 

Ｇ６ 

 

Ｂ７ 

 

Ｇ７ 

 

Ｂ８ 

 

Ｇ８ 

 

Ｂ９ 

 

Ｇ９ 

 



  

 

Ｂ10 

 

Ｇ10 

 

Ｂ11 

 

Ｇ11 

 

Ｂ12 

 

Ｇ12 

 

Ｂ13 

 

Ｇ13 

 

Ｂ14 

 

Ｇ14 

 



  

 

BG15 

 

BG16 

 

BG17 

 

BG18 

 

Ｂ19 

 

Ｇ19 

 



  

 

Ｂ20 

 

Ｇ20 

 

Ｂ21 

 

Ｇ21 

 

Ｂ22 

 

Ｇ22 

 

Ｂ23 

 

Ｇ23 

 

Ｂ24 

 

Ｇ24 

 



  

 

Ｂ25 

 

Ｇ25 

 

Ｂ26 

 

Ｇ26 

 

Ｂ27 

 

Ｇ27 

 

Ｂ28 

 

Ｇ28 

 

Ｂ29 

 

Ｇ29 

 



  

 

Ｂ30 

 

Ｇ30 

 

Ｂ31 

 

Ｇ31 

 

Ｂ32 

 

Ｇ32 

 

BG33 

 

BG34 

 



  

 

BG35 

 

BG36 

 

 


